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令和４年 第２回定例会 

 

道 央 廃 棄 物 処 理 組 合 議 会 会 議 録 

 

 

             第１日目（令和４年１１月２９日） 

（午後４時００分開会） 

 

◎開会宣告 

○山崎議長 ただいまから、本日をもって招集されました令和４年道央廃棄物処理組合議会第２

回定例会を開会いたします。 

ただいまのところ、出席議員は１４人であります。欠席の申し出は、熊林議員であります。 

出席議員が定足数に達しておりますので、議会は成立いたしました。 

開議に先立ち、管理者のごあいさつがあります。 

 

○山口管理者 （挙手） 

 

○山崎議長 山口管理者。 

 

◎管理者挨拶 

○山口管理者 道央廃棄物処理組合議会第２回定例会開会にあたり一言ご挨拶申し上げます。 

本日は、時節柄何かとご多忙のなか、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

組合議会議員の皆様には、平素より本組合の事業の推進につきまして、格段のご理解とご協力

を賜り、厚くお礼を申し上げますとともに、組合議会開催に際し、由仁町議会におかれましては、

議場等をご提供いただき、重ねてお礼を申し上げます。 

本日の定例会には、報告１０件、認定１件、議案１件をご提案申し上げておりますので、よろ

しくご審議、ご決定いただきますようお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○山崎議長 ただいまから、本日の会議を開きます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。この定例会の会議録署名議員は、会議規則第 70

条の規定に基づき、６番 滝久美子議員、９番 大竹登議員を指名いたします。 
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◎日程第２ 会期の決定について 

○山崎議長 日程第２ 会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。 

この定例会の会期は、「本日、１日間」としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

ご異議なしと認めます。よって、この定例会の会期は、「本日１日間」と決定いたしました。 

 

◎日程第３ 行政報告 

○山崎議長 日程第３、行政報告を行います。 

 

○山口管理者 （挙手） 

 

○山崎議長 山口管理者。 

 

○山口管理者 令和４年第２回定例会の開会にあたり、行政報告を行います。 

はじめに、焼却施設建設工事の進捗状況についてでありますが、鉄骨建て方工事がおおむね終

了し、建物のコンクリート打設や施設の心臓部であるプラントの据え付けを行うなど、１０月末

現在の進捗率は工事全体で約４９％となっており、予定どおり順調に工事を進めております。 

次に、防衛施設周辺整備事業に関する事業要望運動についてでありますが、７月５日に北海道

防衛局へ、さらに７月２１日に防衛省に対し、管理者及び副管理者全員で要望を実施し、国から

は「当該事業は、継続事業であり、国の財政状況も厳しいが、今年度以降についても要望に沿え

るよう予算確保に努力する。」との回答があったところであります。 

次に、焼却施設建設工事における工事請負契約書第２５条に基づくインフレスライド協議につ

いてでありますが、昨今の国際情勢等の影響により国内の建設資材及び人件費が高騰しており、

建設中の工事に係る必要経費が増加したことから、８月２９日に受注者から契約書に基づき協議

の申し出がありました。その後、協議を進めたところ１０月４日にはスライド額の協議が整った

ところでありますが、工事請負契約の変更につきましては、財源の確定に時間を要することから、

令和５年第１回定例会に所要の予算を計上し実施する予定であります。 

次に、焼却施設管理運営事業についてでありますが、施設完成後の管理運営を行うため、２０

年間の長期包括運営委託を行うこととしております。この運営事業者を公募型プロポーザル方式

により、客観性及び透明性を確保して選定するため、学識経験者等３名と行政職員２名の選定委

員会を組織し、本年８月３０日に第１回選定委員会を開催したところであります。選定につきま
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しては、１年程度の期間を要することから、来年１１月から行う試運転に間に合わせるため、本

年１２月には公募公告を行う必要があります。また、公告にあたっては、予算の裏付けが必要で

ありますことから、本議会に債務負担行為補正予算を提案したところであります。 

次に、焼却施設建設附帯工事についてでありますが、焼却施設稼働後の車両進入に必要であり、

地元からの要望でありましたことから、千歳市道根志越長都線の拡幅工事等を行うため、制限付

一般競争入札を執行し、９月２０日に工事請負契約を締結いたしました。今後、今年度中に盛土

等の工事を行い、来年８月までの工期で１車線、約２４０メートルの拡幅を行うこととしており

ます。 

以上申し上げて、行政報告といたします。 

 

○山崎議長 これで行政報告を終わります。 

 

◎日程第４ 報告第１号から報告第８号 

○山崎議長 日程第４、報告第１号から第８号までを議題といたします。 

この件は、監査委員の報告であります。 

ただ今から、直ちに質疑に入ります。質疑、ございませんか。 

 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○山崎議長 別にご発言がなければ、これで質疑を終わります。 

この件は、これで報告済みといたします。 

 

◎日程第５ 報告第９号から報告第１０号 

○山崎議長 日程第５、報告第９号から第１０号までの専決処分の報告について２件を議題とい

たします。提出者の説明を求めます。 

 

〇伊賀事務局長 （挙手） 

 

○山崎議長 伊賀事務局長。 

 

〇伊賀事務局長 報告第９号及び報告第１０号について 一括してご説明申し上げます 

報告第９号及び報告第１０号は、「専決処分の報告」であります。この２件は、地方自治法第２

９２条において準用する同法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分を行ったものでありま
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す。内容につきましては、お手元の議案書によりご説明申し上げます。 

はじめに 議案書１９ページ 報告第９号につきましては、「北海道 町村議会 議員 公務災害 

補償等 組合」に新たに加入した団体があったことから、規約の一部変更を行うものでございます。 

次に、議案書２１ページ 報告第１０号につきましては、「北海道 市町村 総合 事務組合」に

新たに加入した団体があったことから、規約の一部変更を行うものでございます。 

これらにつきましては、特に緊急を要するため、議会を招集する 時間的 余裕が無いことが、

明らかであると 認められることから、「専決処分 第１号及び第２号」として、いずれも令和４年

５月１６日に行ったものであります。 

以上、報告第９号及び報告第１０号について、一括してご説明申し上げましたが、よろしくご

承認いただきますようお願い申し上げます。 

 

○山崎議長 ただ今から、質疑を行います。質疑はありますか。 

   

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○山崎議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これより討論に入ります。討論は

ありますか。  

  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

  

○山崎議長 討論なしと認めます。お諮りいたします。 報告第９号及び報告第１０号の専決処分

については、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。  

  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

  

○山崎議長  ご異議なしと認めます。 よって、報告第９号及び報告第１０号については承認す

ることに決定いたしました。 

 

◎日程第６ 一般質問 

○山崎議長 日程第６、一般質問を行います。通告により、発言を許可いたします。 

 

〇仲山正人議員 （挙手） 
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○山崎議長 ２番、仲山正人議員。 

 

○２番 仲山正人議員 千歳市議会 仲山正人です。通告に従い質問をさせていただきます。 

はじめに 大項目１ 「焼却処理施設について」伺います。 

 政府日銀が発表した２０２０年の平均を１００とした場合の本年８月の企業物価指数が、前年

同月比 9.0％上昇の１１５.１と過去最高となり、「原材料価格の上昇を背景に、幅広い品目で値上

げが進んでいる」としております。 

このようななか、現在、建設中の焼却処理施設は順調に工事が進められていると認識しており

ますが、現下の経済状況が工事に及ぼす影響について質問させていただきます。 

中項目（１）「インフレスライド協議について」伺います。 

管理者の行政報告のなかで、「請負業者から昨今の物価高騰による工事費の増額について、契約

書第２５条に基づくインフレスライド協議がなされた」とのことでありますが、はじめに現在の

建設工事の進捗状況及び、昨今のインフレがどのように工事に影響しているのか伺います。  

次に、建設資材高騰を取り巻く影響が、地元下請業者に重くのし掛からないようにしなければ

ならないと考えております。このたびの請負業者からのインフレスライド協議に対し、組合は今

後どのように対応していくのか伺います。 

最後に、今般の燃油価格の高騰による原材料価格の上昇に端を発した物価の高騰は、国際情勢

の影響が甚大であったことが原因であると認識しており、令和元年の発注段階で予想することは

不可能であったと考えます。 

しかし、現在の円安状況が今後どのように変化するのか想定できないことは理解しますが、来

年度以降も工事期間がありますことから、鋼材などの資材調達費及び、燃油などのコストの急激

な下落があった場合には、今後、どのように対応していくのかを伺います。 

次に 大項目２ 「焼却処理施設の管理・運営について」伺います。 

建設中の焼却処理施設の完成後の管理運営は、令和３年第１回定例会において「２０年間の長

期包括的 委託方式による民間事業者への委託」と伺っております。 

はじめに、中項目（１）「管理運営者の決定スケジュールついて」伺います。 

建設中の焼却処理施設の供用開始は令和６年４月１日であり、今定例会に所要の議案が提出さ

れているところでありますが、供用開始までには時間的に少し早い段階での提案がなされたと感

じますが、今後の管理運営者の決定まで及び共用開始までのスケジュールについて伺います。 

次に、中項目（２）「委託期間中の急激な物価対策について」伺います。 

今般の燃油価格の高騰等による原材料などの価格上昇に端を発した物価の高騰や、新型コロナ

禍による人類史上まれにみる世界的な資金の膨張から、今後大きな揺り戻しへの警戒感があるな

かで、将来、大きく経済状況が変わった場合には、改修資材の調達及び、燃油等の購入コストの
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急激な増加、または下落が考えられます。 

今後２０年という長期間にわたる契約でありますことから、組合は状況に応じて適切に対応す

べきと考えますが、今後、管理運営者との契約における急激な物価の変動時の考え方について伺

います。 

新焼却処理施設は、本組合の構成する２市４町のごみ処理行政の中心施設でありますことから、

令和６年４月の共用開始に向けて着実に事業を進めていただくことを要望いたしまして以上、檀

上からの質問を終わります。 

 

○山口管理者 （挙手） 

 

○山崎議長 山口管理者。 

 

○山口管理者 千歳市議会 仲山 議員の一般質問にお答えします。 

「焼却処理施設建設について」の「インフレスライド協議」についてお答えします。 

はじめに「建設工事の進捗状況について」でありますが、現在、建築工事が本格的に進められ

ており、鉄骨の建て方工事がおおむね終了し、各階の配筋やコンクリート打設などを行っている

ところであり、施設の心臓部でありますプラント工事につきましても９月から始まったところで

あります。工事の進捗率につきましては、今年度は工事全体で５６％を予定しており、１０月末

までの出来高は全体で４９％であり、現在、予定どおり順調に工事を進めております。 

次に、「インフレが工事に及ぼす影響について」でありますが、現在、世界的に原油価格及び、

原材料価格が高騰しており、原油価格の高騰によるガソリンや軽油などの石油製品及び、石炭製

品について、日銀が発表した「国内企業物価指数」の１０月速報値では２０２０年を１００とし

て、１４６．９、事業用電力などの電力・都市ガス・水道が１５０．８、原材料価格として、鉄鋼

が１５５．６、鉄以外の非鉄金属が１４７．６といずれも上昇しているとしております。このよ

うな状況のなかで、本工事の受注者においては、建築工事に必要な鉄骨や鉄筋、鋼材などの建設

資材やプラント工事の購入製品価格が高騰したほか、燃油や人件費の高騰による全体的な施工費

の上昇により、工事に係る必要経費が大幅に増加しているとしております。 

次に、「このたびのインフレ協議への対応について」でありますが、このような急激な物価上昇

に伴う工事に係る経費の増加により、８月２９日に受注者から本工事における工事請負契約書第

２５条いわゆるスライド条項に基づくインフレスライド協議の申し入れがあったところでありま

す。 

受注者とのスライド額の協議につきましては、９月１日を基準日と定め、残工事の双方確認や、

資材・労務費の増額等について、専門会社とともに細部にわたり検討したところ、１０月４日に
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受注者側との協議が整ったところであります。このことによる工事請負費の増額につきましは、

全体で約５億４，８０７万円、年度別の内訳といたしましては、令和４年度が、約１億３，１２

３万円の増額、令和５年度が、約４億１，６８４万円の増額を予定しておりますが、本工事につ

きましては、財源に国の補助金を一部活用していることから、現在、国と補助額の増額確保につ

いて協議を進めているところであります。補助金の確定には、時間を要しますことから、本工事

請負契約の変更につきましては、令和５年第１回定例会に所要の予算を計上するとともに、契約

変更の議案を併せて提案する予定としております。 

次に、「物価の急激な下落時の対応について」でありますが、本工事における工事請負契約書の

スライド条項につきましては、急激なインフレーションによる増額のみならず、急激なデフレー

ションによる減額におきましても請負代金額が不適当となった場合には、請負代金額の変更を発

注者側、受注者側の双方が請求することができる条項となっておりますことから、本組合におき

ましては、常に物価変動に注視し、資材調達費及び燃油などのコストの急激な下落があった場合

には、必要に応じて受注者にスライド協議を求めることとしております。 

「焼却処理施設の管理・運営について」の「管理運営者の決定スケジュール」についてお答え

します。 

はじめに、「決定までのスケジュール」についてでありますが、焼却施設の管理運営につきまし

ては、平成２９年度に作成した基本設計において、施設完成後の管理運営は２０年間の長期包括

運営委託を行うことを基本方針としております。このことから運営事業者を客観性及び透明性を

確保して選定するため、組合構成自治体で広く活用されている公募型プロポーザル方式により、

学識経験者等３名と構成自治体の行政職員２名による選定委員会を組織し、現在、選定作業を進

めているところであります。 

このプロポーザル選定委員会は、今年度２回、来年度２回の開催を予定しており、第１回選定

委員会を、８月３０日に開催し、公募公告の前に、応募に前向きな事業者に対し、提案の準備が

できるよう、提案に必要な情報をいち早く示すことを決定し、実施方針、要求水準書（案）を９

月１６日に公表し、質問や意見の募集を行ったところであります。この事業者の選定につきまし

ては、１年程度の期間を要することから、令和５年１１月から行う試運転に間に合わせるため、

本年１２月に公募公告をすることとしており、必要な債務負担について、本議会に提案している

ところであります。 

今後のプロポーザル選定委員会につきましては、１１月２１日に第２回を開催し、公募公告で

公表する図書について、決定したところであり、令和５年６月頃に第３回を開催し、基礎審査内

容の報告、事業提案書の確認を行い、７月に開催する第４回で、事業者ヒアリングを実施し評価

を行い、優先交渉権者の決定と審査公表を行う予定としております。その後、優先交渉権者を決

定した後に、本組合と優先交渉権者との間で細部にわたっての最終確認の協議を行い、８月には
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運営事業者を決定する予定としております。 

次に、「供用開始までのスケジュール」についてでありますが、現在の世界的な半導体不足や国

際情勢等の影響による備品類の調達の遅れや、生産年齢人口の減少、新型コロナ感染症の影響に

より運転管理に必要な人材の確保などに時間を要することから、事業者に配慮して契約締結を８

月とし、試運転までの期間を確保したところであります。今後、令和６年４月の供用開始に向け、

焼却施設が供用開始から安全で安定的に処理できるように令和５年１１月に試運転を開始し、運

転員の教育やプラント設備の調整など、万全な体制での供用開始を目指してまいります。 

次に、「委託期間中の急激な物価対策について」の「物価変動時の考え方」についてであります

が、運営業務の委託期間内における物価変動については、毎年度、国や日銀が公表する物価など

に関する指数を用いて、構成内容ごとに指標を設定し、物価変動に基づき増額、減額の必要性に

ついて確認を行い、必要に応じて翌年度の委託費を改定する契約とすることとしております。今

後、組合といたしましては、構成自治体と連携して、引き続き令和６年４月からの焼却施設の安

定稼働に向け、着実に事業を進めてまいりまます。私からは以上であります。 

 

○山崎議長 仲山議員、再質問はありますか。 

 

〇仲山正人議員 ありません。 

 

○山崎議長 これで、仲山正人議員の一般質問を終わります。 

 

◎日程第７ 認定第１号 令和３年度道央廃棄物処理組合一般会計歳入歳出決算の認定について 

○山崎議長 日程第７、認定第１号、令和３年度道央廃棄物処理組合一般会計歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。説明を求めます。  

 

○伊賀事務局長 （挙手） 

 

○山崎議長 伊賀事務局長。 

 

○伊賀事務局長 認定第１号「令和３年度道央廃棄物処理組合一般会計歳入、歳出決算の認定」

について、ご説明申し上げます。 

まず、「歳入」につきましては、別冊１「決算書」の４ページと５ページをご覧願います。５ペ

ージの「収入済み」の総額は １９億８，１２６万９，６３２円であります。 

「内訳」につきましては、構成市町の「負担金」が ５億３２９万５，０００円、「国庫補助金」
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が６億６，４３２万２，０００円、「繰越金」が３８４万７，４８９円、「諸収入」が５，１４３

円、「組合債」が８億８２０万円、「道支出金」が１６０万円であります。 

 「歳入」の詳細内訳につきましては、「決算書」１４ページから１７ページの「事項別明細書」

及び、別冊２の「実績報告書」をご覧ください。内容につきましては、「実績報告書」４ページに

より ご説明いたします。 

「市町負担金」につきましては、「千歳市」が１億１，２０７万７，０００円、「北広島市」が６，

１０５万６，０００円、「南幌町」が１，２０３万８，０００円、「由仁町」が６，０９５万円、「長

沼町」が６，９５２万５，０００円、「栗山町」が１億８，７６４万９，０００円、合計で、５億

３２９万５，０００円となっております。 

「国庫支出金」につきましては、６億６，４３２万２，０００円で、焼却施設の建設に係る財源

として、「防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金」を充当しております。「繰越金」につきま

しては、令和２年度の「予算執行残額」で３８４万７，４８９円であります。 

「諸収入」の内訳は、「普通預金利子」として４円、「雑入」が、会計年度任用職員が加入する「雇

用保険被保険者分の掛金」で５，１３９円となっております。「組合債」につきましては、８億８

２０万円で、「千歳市、北広島市、南幌町」の２市１町に係る 焼却施設建設工事の負担金に充当

しております。 

「実績報告書」の５ページをご覧ください。 

「道支出金」につきましては、１６０万円で、ごみ処理広域化基本計画改定事業に係る財源とし

て、「地域づくり総合交付金」を充当しております。 

次に、「歳出」について ご説明申し上げます。 

別冊１「決算書」の８ページと９ページをご覧ください。９ページの支出済みの総額は１９億

７，７０１万５，７４４円であります。 

「内訳」につきましては、「議会費」が２９万１，６７２円、「総務費」が２，３５８万３，９８０

円、「衛生費」が１９億５，２９７万８，７７６円、「公債費」が１６万１，３１６円となっており

ます。「予備費」につきましては、支出はございません。 

「歳出」についての詳細内訳は、決算書２０ページ以降の「事項別明細書」及び、別冊２の「実績

報告書」をご覧ください。内訳につきましては、「実績報告書」６ページにより ご説明申し上げ

ます。 

はじめに、「議会費」についてでありますが、議会の運営に要した経費につきましては、定例会

２回の開催により「議員報酬」として１５万円、「議員公務災害補償等組合負担金」として１０万

３，５００円「費用弁償」として３万８，１７２円、合計で２９万１，６７２円の支出となってお

ります。 

 次に、「総務費」の一般管理に要した経費につきましては、職員の雇用、事務局 運営等に要し
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た経費であり、「会計年度任用職員報酬」が１３５万２，４８４円、「同職員手当等」が２５万９，

２２６円、「同職員共済費」が２６万８，６３６円、「同職員費用弁償」が９万７，９２０円、「同

職員健康診断」が７，１６９円、次に、「職員旅費」が２万７，８００円、事務用消耗品、新聞購

読料として、「消耗品費」が２２万２，９２４円、公用車のガソリン代として、「燃料費」が７万

５，６０２円、「コピー・プリント料」として６７万６，４１０円、会議でお配りしたお茶代とし

て、「食糧費」が１，８６３円、電話料、郵便料、インターネット接続の費用として、「通信運搬費 

等」が８３万１，６１０円、ホームページデータサーバー移行料等として「その他手数料」が６

万７，２５８円、公用車２台分に係る「自動車損害共済」の分担金として、「自動車保険料」が７

万４，９１０円、新地方公会計制度の財務書類作成費用として、「作成委託料」が２７万５，００

０円、コピー、ファックス複合機のリース料として、「事務用機器リース料」が４９万６８０円、

公用車２台の「車両リース料」が６７万４，３８４円、「高速道路使用料等」が２１万３，３６４

円、地方自治法による派遣職員２名分の「派遣職員給与等負担金」が１，６２５万８，９２７円、

組合事務所の管理費として、「事務所維持管理経費負担金」１０１万７，４８９円、組合広報の発

行に伴う用紙代として、「消耗品費」７万５，４６０円、組合広報の発行に伴う、「広報折込配布

手数料」３８万２，４７４円、合計で、２，３３５万１，５９０円の支出となっております。 

「実績 報告書」の７ページをご覧ください。 

次に、「公平委員会費」について、ご説明いたします。「公平委員会」の運営に要した「経費」に

つきましては、公平委員会への出席に係る３名分の公平委員会 委員報酬等の支出であり、「委員

報酬」として１万５，０００円、「特別職非常勤職員公務災害補償負担金」として、「北海道市町

村総合事務組合負担金」７，２８７円、「費用弁償」として、５，７６３円、合計で２万８，０５

０円の支出となっております。 

 次に、「監査委員費」について、ご説明申し上げます。 

 監査事務に要した「経費」につきましては、定期監査及び決算監査それぞれ 1 回を兼ねて開催

されたものを含む例月出納検査１２回、並びに議会への出席に係る２名分の監査委員報酬等の支

出であり、「委員報酬」として１３万円、「特別職非常勤職員公務災害補償負担金」として、「北海

道市町村総合事務組合負担金」４，８５８円、「費用弁償」として６万９，４８２円、合計で２０

万４，３４０円の支出となっております。 

次に、「衛生費」の「廃棄物 焼却処理 経費」について、ご説明申し上げます。 

「廃棄物焼却処理業務経費」としてごみ処理広域化基本計画改定委託料３２２万６，３００円、 

「焼却施設建設事業費」として、職員旅費が６，０００円、事務用消耗品が１７万１，９５７円、 

「焼却施設建設工事施工監理委託料」が１，０１４万２，０００円、「焼却施設建設工事電気主任

技術者委託料」が１３万２，０００円、「焼却施設管理運営方法調査検討委託料」が５６１万円 

北海道防衛局との協議に係る「高速道路使用料」として２万１，５１９円、「焼却施設建設工事」
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が１９億３，３６６万９，０００円、合計で１９億５，２９７万８，７７６円の支出となってお

ります。 

次に、「公債費」について、ご説明申し上げます。起債償還金に要した経費として、「起債償還

金利子」が１６万１，３１６円の支出となっております。 

「歳入」、「歳出」の決算の詳細については、以上であります。 

最後に、「決算書」の１ページをご覧ください。 

「歳入総額」１９億８，１２６万９，６３２円から「歳出総額」１９億７，７０１万５，７４４円

を差し引いた、２５万３，８８８円が残額となります。この額につきましては、翌年度へ「繰越」

します。 

 以上、地方自治法第２３３条第３項の規定により、決算書及び、監査委員の決算審査意見書並

びに、同法第５項の規定による決算に係る説明書類を提出しておりますので、よろしくご審議、

ご認定いただきますようお願い申し上げます。 

 

○山崎議長 ただ今から、質疑を行います。質疑はありますか。 

 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○山崎議長 別に、ご発言がなければ、これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありますか。 

 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○山崎議長 討論なしと認めます。ただ今から、採決を行います。 

お諮りいたします。認定第１号、令和３年度道央廃棄物処理組合一般会計歳入歳出決算の認定

については、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○山崎議長 ご異議なしと認めます。 

よって、認定第１号は、原案どおり認定することに決定いたしました。 

 

◎日程第８ 議案第１号 令和４年度道央廃棄物処理組合一般会計補正予算案について 

○山崎議長 日程第８、議案第１号、令和４年度道央廃棄物処理組合一般会計補正予算案につい
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てを議題といたします。説明を求めます。  

 

○伊賀事務局長 （挙手） 

 

○山崎議長 伊賀事務局長。 

 

○伊賀事務局長 議案第１号 令和４年度道央廃棄物処理組合一般会計補正予算についてご説明

申し上げます。「別冊３ 令和４年度一般会計補正予算書」の１ページをご覧ください。 

今回、提案いたします、補正予算につきましては、第１条のとおり、債務負担行為を追加する

ものであります。 

補正予算書２ページ「第１表の 債務負担行為の補正」をご覧ください。 

令和６年４月の焼却施設稼働に向け、焼却施設管理運営事業者を公募型プロポーザル方式によ

り決定することとしております。本年１２月に公募公告を行うにあたり、本年度から令和２５年

度までの２２年間、限度額１３０億５，５６８万円の債務負担行為を追加するものであります。 

以上、議案 第１号 令和４年度一般会計補正予算についてご説明を申し上げましたが、よろし

くご審議、ご決定いただきますようお願い申し上げます。 

 

○山崎議長 議案第１号について、ただ今から、質疑を行います。 

 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○山崎議長 別にご発言がなければ、これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありますか。 

 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○山崎議長 討論なしと認めます。 

ただ今から、採決を行います。 

お諮りいたします。議案第１号、令和４年度 道央廃棄物処理組合一般会計補正予算は、原案の

とおり可決することにご異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○山崎議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１号は原案どおり可決することに決定いた

しました。 

 

◎閉会宣言 

○山崎議長 以上をもちまして、この定例会に付議されました案件は、全て審議を終了いたしま

した。 

これをもちまして、道央廃棄物処理組合議会第２回定例会を閉会いたします。 

大変、お疲れさまでした。 

 

 

（午後４時３５分） 
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